
 
 

報 道 発 表 資 料 

令和 8 年 4 月 14日(火) 

 

－ 共創コミュニティ創出支援事業（令和８年度）プロポーザル実施 － 

地域のイノベーション創出を担うパートナーを募集します 
 

豊橋市では、地域産業に新たな価値を生み出す「イノベーション・エコシステム」の

形成に向け、スタートアップや地域事業者等との連携による様々な取組を進めています。 

こうした取組をさらに加速させるためには、スタートアップ、地域事業者、投資家、

金融機関など多様な主体がつながり、新たなビジネス創出へと発展していく「共創コミ

ュニティ」の形成が不可欠です。 

このため本市では、「共創コミュニティ創出支援事業」を実施しており、このたび令

和８年度の受託事業者を選定するプロポーザルを実施します。 

 

  令和８年度は、これまでの実績を踏まえ、以下の２点を軸に取組を強化します。 

○ スタートアップチャレンジ交付金を活用した成長支援の強化 

○ 地域事業者の課題解決を目的とした「とよはし共創ラボ」による共創支援の推進 

 URL：https://toyohashi-co-creation-lab.jp/ 二次元コード： 

 

スタートアップと地域事業者の共創による新事業創出や、地域発のイノベーション創

出に資する実績・ノウハウを有する事業者の皆様からのご応募をお待ちしています。 

 

 業務概要 

（１） 地域で事業成長を目指すスタートアップの創出・成長支援 

・ 過去の本市交付金採択スタートアップなどのニーズに合わせた支援 

・ 資金調達につながる機会の提供 

（２） 地域事業者の抱える課題を共創により解決する仕組み構築 

・ 地域事業者に向けたセミナーや面談を通して課題（他社と共創したいテーマ）

の特定支援 

・ 特定したテーマを掲載するプラットフォームの管理運営 

・ 共創パートナーとなるスタートアップ等の募集、マッチング支援 等 

 

募集概要・問合せ先は裏面をご覧ください。 

 

 

https://toyohashi-co-creation-lab.jp/


 
 

 

 

 

 募集概要 

・ 名称         共創コミュニティ創出支援事業委託業務プロポーザル 

・ 参加意向申出書の提出 令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

・ 提出方法       必要書類を電子メールにより提出 

・ 提案書の提出     令和８年５月２１日（木）午後５時まで 

・ 審査         第一次審査（書類） 

・ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）６月上旬 

※実施要領や仕様書等の詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/122918.htm  

 

 

 

 

 

問合先 産業部地域イノベーション推進室 室長補佐 小野（電話 0532-51-3155） 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/122918.htm

